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社会保障の財源としての環境税の可能性

河　合　伸　治
（受付　2016 年 10 月 31 日）

1.　は　じ　め　に

　現在行われている「社会保障と税の一体改革」は，社会保障の機能強化と財政の健全化を

同時に行うことを目的としている。このような改革が行われている背景には少子高齢化が急

激に進展している社会情勢がある。少子高齢化が進むことによって年金や医療保険等を受け

取る高齢者が激増しているのに対して，その保険料を主に支払っている現役世代の割合は減

少の一途を辿っており，この状況は今後さらに進展する見込みである。現状でもこれらの社

会保障費は国民から徴収した保険料のみでは賄うことができず，税収や公債金等の公費負担

によって補填されている状態であるが，今後さらに少子高齢化が進展すれば，公債金の返済

等の形で将来世代への負担が増加し続けていくことになる。

　このような状況に歯止めをかけるためには，「社会保障費」の削減か「増税」のどちらか，

あるいは両方を選択するしか道はない。そこで政府は「社会保障と税の一体改革」と銘打っ

て社会保障改革に着手していくこととなった。ここでのポイントは，少子高齢化が進展する

現状を鑑みると社会保障費の削減が困難であることは明白であるため，「社会保障と税の一体

改革」を進めていくためには，増税という選択肢しか残されていないということである。政

府は2011年 2月に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」を受けて，同年 8月には

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改

正する等の法律案」を成立させ，消費税率引き上げによってこの改革を進めて行くという方

針を示した。財源が安定して確保できる消費税を徴収して，増税分をすべて社会保障の財源

とすることが内閣官房等（2014）にも明記されている。しかしながら，消費税による増税に

は，所得が低い人たちほど税負担を重く感じてしまう逆進性があるという批判や，また消費

にかかる税であるため消費が落ち込み景気が悪化する危険性が高いという指摘もある。

　そこで本稿では，消費税増税に代わる社会保障の新たな財源として，2012年10月から施行

されている「地球温暖化対策のための税」を利用することを提案したい。いわゆる環境税で

あると考えられる「地球温暖化対策のための税」で徴収した税金を温暖化対策等の環境対策

に使うのではなく社会保障の財源にすることについては疑問の声があがることが予想される

が，すでにドイツ・イギリス等では環境税を社会保障の財源にするという取組みがなされて
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いる。本稿では，「社会保障と税の一体改革」の内容について概観したうえで，消費税率引上

げが経済に与える影響について確認して，ドイツにおいて環境税が社会保障の財源として使

われている事例を紹介し，日本において環境税（地球温暖化対策のための税）を社会保障財

源として使用する理論的根拠を示すことを目的としたい。

2.　社会保障と税の一体改革

　社会保障と税の一体改革では，①「全世代対応型」の社会保障を実現すること，②「将来世

代への負担の先送り」を軽減して安定した社会保障制度を目指すこと，③消費税の引き上げ

を柱に「税制抜本改革」を実施すること，の 3点を基本的考え方として掲げている。

　従来の社会保障では給付が高齢者中心，負担が現役世代中心となっていた。少子高齢化が

進め日本においては持続可能な社会を目指すため，旧来の高齢者 3経費（基礎年金・老人医

療・介護）中心の社会保障から社会保障 4経費（年金・医療・介護・子育て）に拡充するこ

とによって，①「全世代対応型」の社会保障を実現することが求められている。

　②③については，社会保障制度の財源確保と大きな関係があるが，財源確保に関しては以

下の 4点が検討事項として挙げられていた。 1点目は，①への対応と重複するが，2014年 4

月 1日以前の消費税 5％の時の国の消費税収分（ 4％・ 1％は地方消費税収分）の使途が高

齢者 3経費に限定されてものを，社会保障 4経費に拡充することである。 2点目は，基礎年

金の国庫支出分を2009年から引き上げられた国庫負担割合 2分の 1の財源を確保することで

ある。 3点目は低所得者の医療・介護保険料の軽減であり， 4点目は消費税率を2014年 4月

に 8％，2015年10月に10％へ引き上げることであったが，経済状況に鑑みて10％への引き

上げが2017年 4月に先送りされたことは周知の事実である。増収分の使途については，全て

社会保障の充実・安定化に向けることとなっており，その基本的な考え方については，財務

省（2016）によれば以下の通りになっている。社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時

達成を目指す観点から，2016年度の増収額8.2兆円については，

　①まず基礎年金国庫負担割合 2分の 1に3.1兆円を向け

　②残額を満年度時の

　　・「社会保障の充実」及び「消費税率引上げに伴う社会保障 4経費の増」

　　・「後代への負担のつけ回しの軽減」

　　の比率（概ね1：2）で按分した額をそれぞれに向けることになっている。

また，2016年度の増収分の具体的な内訳は，以下の通りである。

　消費税が 1％増税されることによって税収は2.7～2.8兆円程度増加すると試算されている

ため，満年度（消費税 5％引き上げ時）の増収額は約14兆円になるがその時の算定イメージ
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は図表②の通りである。

　今後も社会保障費が増加し続けていくであろうことが予想され，2017年 4月に予定度通り

10％に引き上げられたあとも，数年後にはさらなる引上げについて検討されることは容易に

想像がつくであろう。

3.　消費税率引上げが経済に与える影響

　消費税率引上げが経済に与える影響については多くの論文が見られるが，本稿では松浦

図表①　平成28年度（2016年度）年度消費税増収分の内訳
出所：財務省（2016）

図表②　消費税増収分　算定イメージ
出所：財務省（2016）
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（2012）・小山（2015）を参考にまとめておきたい。

　まず，消費税率引上げが経済に与える仕組みについて，松浦（2014）では 4点があげられ

ている。 1点目は「異時点間の代替効果」と「所得効果」である。「異時点間の代替効果」と

は，税率引上げ前に消費を増加させ引上げ後に消費を減少させる，いわゆる駆込み需要と反

動減のことである。所得効果とは，税率引上げが家計の実質可処分所得を減らすことによっ

てもたらされる消費の減少のことである。消費税率引上げの影響はこの両面から消費に対し

て影響を与えている。 2点目は段階的税率引上げによる効果である。消費税率の段階的引上

げについては，駆込み需要からくる反動減の先送りや経済への負担の平準化といった効果が

期待されるという意見がある1）。一方で，事業者の事務コストの増大，度重なる税率引上げ

が消費者心理に与える悪影響といった理由から，段階的ではなく一気に消費税率を引上げる

べきであるという意見もある2）。 3点目は非ケインズ効果である。財政赤字の削減が社会保

障に対する将来の不安を緩和することによって，それまで家計が貯蓄に回していたお金が消

費に振り向けられるというものである。財政再建が民間需要を喚起する（または財政拡大が

民間需要を減少させる）効果であるが，この効果の有無や発生条件については，専門家の間

でも意見が一致していない3）。 4点目は消費税が経済成長に与える効果である。消費税は貯

蓄・投資など経済活動に与える影響が比較的小さく，税の中立性を実現しやすい税であると

いわれている。法人税増税や所得税増税に比べて消費増税は経済成長に対する負の影響は小

さいという試算4）や，消費税は所得税に比べると勤労世代（現役世代）の負担が少なくなり

引退後の課税に備えるために貯蓄をするインセンティブが生まれ資本蓄積や経済成長にも資

する税であるという主張もある5）。

　次に，消費税率引上げが経済に与える影響を実質 GDP経済成長率・民間最終消費支出成

長率で確認しておきたい。実質 GDP経済成長率とは，国内で生産されたすべての財・サー

ビスの総価値額を時価で示した名目国内総生産（名目GDP）から物価変動分を除いて実質国

内総生産（実質GDP）を求め，前年度と比べてどのくらい変化しているかを示したものであ

る。民間最終消費支出成長率とは，経済主体としての家計や民間非営利団体の財・サービス

に対する消費需要が前年度と比べてどのくらい変化しているかを示したものである。図表③

は実質 GDP成長率について，消費税が 3％から 5％に引上げられた平成 9年（1997年）と

1） 野口旭（2012）
2） 税制調査会資料（2011）
3） たとえば，中里（2002）は Perotti（1999）の手法で年度データを用いた分析を行い財政改革の「継

続性」を通じて非ケインズ効果が発生する可能性があると論じている。これに対して，竹田・小
巻・矢島（2005）は四半期データによる分析を行い，先行研究では可能性が指摘されてきた非ケイ
ンズ効果は否定されたと主張している。

4） Michael Keen et al.（2011）
5） 財務省（2010）
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5％から 8％に引上げられた平成26年（2014年）の四半期ごとの変化を示したものである。

図表④は民間最終消費支出成長率について，同様に示したものである。図表③・図表④のど

ちらからも共通して読み取れるのは，消費税率引上げ直前の 1～ 3月期には駆込み需要が発

生しているが， 4月 1日に消費税率の引上げが実施された直後の 4～ 6月期には反動減とし

てどちらの成長率も大きく落ち込んでいることがわかる。とくに平成26年（2014年）に行わ

れた 5％から 8％への引上げ時には落ち込みが激しく，実質 GDPについてはその後の 7～

9月期においてもマイナス成長から脱却できていない。

　消費税率の引上げが経済に与える影響についてさらに詳しくみるため，消費総合指数を示

したものが図表⑤である。消費総指数とは，個人消費の動向をより正確に把握するため，需

要側の家計調査データに振れ幅が大きい高額消費等需要側の統計を組み合わせて推計するも

のである6）。

　図表⑤からも，やはり消費税率引上げ前の駆込み需要と 4月の消費税率引上げ後の反動減

による消費の大幅な落ち込みが見て取れるが，どちらの場合も消費税率が引上げられた後に

1～ 2月の消費総合指数のレベルまでなかなか回復しないことが注目すべき点である。ま

た，消費税率引上げによる反動減は 3月と 4月の消費総合指数の差としてみると，平成26年

図表③　実質GDP成長率の比較
出所：小山（2015）

図表④　民間最終消費支出成長率の比較
出所：小山（2015）

6） 具体的には，需要側からは家計調査を主として用い，振れ幅が大きい高額消費等は供給側の統計を
用いて推計する方法で，マクロの消費動向を示す指数を作成する。また，供給側からは，財につい
ては月次の販売統計を統合した指数を，サービスについては第 3次産業活動指数から個人向けサー
ビス活動指数をそれぞれ作成し，これらを加重平均して総合的な指数を作成する。詳細は清水・永
野・塩川（2001）を参照。
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（2014年）はマイナス9.8ポイントであり，平成 9年（1997年）のマイナス5.9ポイントと比

べて大幅な減少となっていることがわかる。以上より，平成26年（2014年）の消費税率引上

げは平成 9年（1997年）の消費税率引上げに比べて消費に与える影響が大きいといえ，平成

9年（1997年）の回復の仕方を考えると，消費税率引上げ前の水準まで回復するのはしばら

く先であることが予想される。

4.　社会保障の財源としての環境税

　前節で消費税率の引上げが経済に与える影響について検討したが，消費税率が引上げられ

た後の反動減が大きく，消費総合指数でみてみると消費税引上げ前の水準まで回復するには

かなりの時間を要することが確認できた。消費税率の引上げが2017年 4月に予定されている

10％への引上げで終わらず，今後も引き続き行われるであろうことを考えると，消費税以外

にも社会保障の財源になりうるものについて考慮しておくことは大きな意味をもっていると

いえる。

　本稿では，環境税を新しい社会保障の財源として検討することを提案したい。日本では，

2012年10月から施行されている「地球温暖化対策のための税」がいわゆる環境税として導入

されている。この「地球温暖化対策のための税」は，税制による地球温暖化対策を強化する

とともに，エネルギー起源 CO2
 排出抑制のための諸施策を実施していく観点から導入するも

のであるとされている。具体的には，原油やガス，石炭といった全化石燃料に対して CO2
 排

出量に応じた税率を課し，税収は省エネルギー対策，再生可能エネルギー普及，化石燃料の

図表⑤　消費総合指数の比較
＊平成17年（2005年）を100としている
出所：小山（2015）
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クリーン化・効率化などのエネルギー起源CO2
 排出抑制の諸施策を着実に実施していくこと

とされている7）。例えば，リチウムイオン電池などの革新的な低炭素技術集約産業の国内立

地の推進，中小企業等による省エネ設備導入の推進，グリーンニューディール基金等を活用

した地方の特性に合わせた再生可能エネルギー導入の推進等の諸施策が行われることとなっ

ており，税収を環境対策のみに使用する目的税となっていることが分かる。このような税を

社会保障の財源にすることについては疑問の声があがることが予想されるが，すでにドイツ・

イギリス等では環境税を社会保障の財源にするという取組みがなされている。

　では，ドイツ・イギリス等ではどのような根拠によって環境税を社会保障の財源としてい

るのであろうか。たとえばドイツは，1999年に行われた環境税制改革（ETR）によって環境

税を導入すると同時にその税収を「年金」の財源にあて，そのぶん年金保険料を引き下げる

という大胆な政策を行った（年金保険料が月収の20.3％から19.5％への引き下げされた）。そ

の考え方の根底にあるのは，「資源消費や CO2
 排出に税にかけることで環境悪化にブレーキ

をかけるとともに，福祉の水準を維持し，しかも企業の社会保険料負担を軽減することで雇

用改善と国際競争力の維持にも寄与する」というものである8）。このように 1つの税制で異

なる 2つの利益を同時にもたらすことを「二重の配当」という。環境税で考えてみると，資

源消費やCO2
 排出に税にかけることで環境悪化にブレーキをかけるという環境の改善による

利益（第 1の配当）に加えて，企業の社会保険料負担を軽減することで雇用改善と国際競争

力の維持にも寄与するという副次的な利益（第 2の配当）かも見込まれるということを意味

している9）。これが事実であれば，温暖化対策税のような環境税を導入することは，経済的な

負担どころか，利益にもなりうる可能性がある。

　1999年から実施しているドイツの ETRについては，これまでその効果などについて様々

な議論があったが，二酸化炭素排出量の削減，GDPの増加，雇用数の増加（事業主の年金保

険料引き下げによる雇用コストの軽減に伴う増加より，GDPの増加に伴うものの方が大きい

とみられる）が実証的に確認され，所期の目的を達成しているということから，二酸化炭素

排出削減と雇用増という意味での ETRの「二重の配当」は，実証的に明らかにされている

と竹内（2007）は結論づけている。つまり，日本においても「地球温暖化対策のための税」

を年金等の社会保障の財源に用いることによって，CO2
 排出量削減と雇用数の増加という「二

重の配当」を得られる可能性があるのである。

　しかしながら，このドイツの ETRについては，いくつかの問題点・課題も指摘すること

7） 第 4次環境基本計画（2012年 4月27日閣議決定・http://www.env.go.jp/press/files/jp/19833.pdf　
2016年10月10日閲覧）

8） 広井良典（2009）
9） 朴勝俊（2004）
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ができる。竹内（2007）はドイツの ETRの問題点・課題を 3つ挙げている。 1つ目は，ド

イツの環境税では石油・天然ガス・電力に課せられている税が引上げられたのであって，税

率は個々のエネルギーの二酸化炭素排出量には着目していないという点である。例えば，石

炭・褐炭には，直接課税されていない。これは，国内で算出する石炭・褐炭が依然主要なエ

ネルギー源の 1つであり，また，石炭労組はシュレーダー社会民主党にとっての重要な支持

団体であるからではないかと考えられる。 2つ目は，エコロジー税負担は2003年では総額約

2.5兆円，年金保険料引き下げ額が同約2.2兆円（差額の約0.3兆円は太陽光発電設備への補助

等），年金保険料の引き下げ率は2003年では1998年比1.7％の引き下げといった具合に，いず

れもその規模が小さい。規模が小さいので，二酸化炭素排出削減効果も大きなものではない。

皮肉にも，ETRが導入されて以降，ドイツの二酸化炭素排出量は減っておらず，横ばい状態

が続いている。また，例えば，ガソリンの税金の引上げは，その率が小さくてもガソリンス

タンドの表示で一目瞭然であるが，この程度の年金保険料の引き下げはほとんど実感がない。

このため，ETRは消費者・企業にとっては環境のためだけの増税に映ってしまう可能性があ

る。 3つ目は，年金保険料の引き下げ率が一律であるので，業種間・企業間などの負担の不

公平が生ずる。こうした不公平については憲法裁判所に提訴されたが，判決は「不公平では

ない」となっている。

5.　お　わ　り　に

　本稿は，今後も増大が続くことが確定的である社会保障費の財源として環境税を用いる理

論的根拠を示したものである。はじめに社会保障と税の一体改革について概観し，将来にわ

たって社会保障の財源として増税が不可避であることを確認した。次に，消費税率引上げが

経済に与える影響について検討して，特に消費税率が引上げられた後の反動減による経済へ

のマイナスの影響が大きく，消費総合指数でみてみると消費税引上げ前の水準まで回復する

にはかなりの時間を要することを確認した。以上より，今後の増税は止む得ないものの，消

費税率引上げのみに頼ったさらなる増税は経済に対する悪影響等を考慮すれば危険性が高い

ことが示された。そこから，社会保障の財源として消費税以外の財源も検討してみる必要性

が出てくる。本稿では環境税を社会保障費の財源として使うことを提案しているが，その根

拠として，ドイツをはじめとする欧米諸国で取り入れられている環境税が，資源消費や CO2
 

排出に税をかけることで環境悪化にブレーキをかけるという環境の改善による利益（第 1の

配当）に加えて，企業の社会保険料負担を軽減することで雇用改善と国際競争力の維持にも

寄与するという副次的な利益（第 2の配当）も見込まれるという「二重の配当」をもたらす

可能性があるということを示した。竹内（2007）はドイツの現行の環境税が二酸化炭素排出
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削減と雇用増という意味で「二重の配当」が実現できているとしているが，一方でいくつか

の問題点・課題も指摘している。日本では2012年10月から「地球温暖化対策のための税」が

施行されているが，本稿ではこの税を社会保障の財源として用いることが理論的に可能であ

ることを示すに止まっている。この「地球温暖化対策のための税」を消費税の代わりに社会

保障の財源として機能させるためには税率をどのくらいに定めればよいのか，また日本にお

いてもドイツと同様に「二重の配当」が期待できるのか，といった点については今後研究を

進めていきたい。
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